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成瀬が丘自治会定期総会資料  
 

２０１７年４月１日 

 

第５０回定期総会 

１．日 時 平成２９年４月１６日（日） １０：００～１１：４５ 

２．場 所 成瀬が丘ふれあい会館ホール 

３．議事次第 

１）開会挨拶 

２）議長・書記・議事録署名人 選出 

３）議案審議 

① 第１号議案 平成２８年度事業報告   P. 3 

② 第２号議案 平成２８年度会計報告及び監査報告  P.11 

③ 第３号議案 自治会規則改定について   P.14 

④ 第４号議案 平成２９年度役員改選について  P.16 

⑤ 第５号議案 平成２９年度事業計画（案）   P.17 

⑥ 第６号議案 「創立５０周年記念行事・事業」実施について P.19 

⑦ 第７号議案 平成２９年度会計予算（案）   P.19  

４）審議終了・議長解任 

５）平成２９年度役員紹介 

        ６）閉会 

 

 

班長業務説明会                  １１：５０～１２：３０ 

  定期総会終了後、総務部による新班長さんへの業務説明会を開催いたします。 

新班長さん、新区長さんは参加ください。 

  その後、区毎に区長さんを囲んで顔合わせ等行っていただければ幸いです。 

 

 

 

代議員の皆様へ当日のご案内 

１．ふれあい会館玄関で下足用ビニール袋をお渡ししますので履物を入れ会場内にお持ちください。 

２．各丁目・区毎に受付を準備いたしますので、会場に入る前に受付を済ませてください。 

３．会場内の椅子の背に丁目・区を表示しますので、該当する場所にご着席ください。 

４．総会の間は携帯電話の電源を切るかマナーモードに設定するようお願いいたします。 
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会 長 挨 拶 

 

第５０回定期総会の開催にあたりご挨拶を申し上げます。 

会長を仰せつかり二期目の初年度が終了しようとしていますが、役員及び会員の皆様のご支援ご協力の

下、平成２８年度の事業計画を無事達成することができました。大変ありがとうございました。 

 

今年度も計画に沿って事業・活動を一つ一つ地道に重ねて参りましたが、特に首都直下地震に備えた

「防災体制の強化」を現状の最重要課題と捉え、スタンドパイプの設置、防災マップの更新発行、避難

施設開設の検討等を精力的に進めて参りました。また、数年来の懸案でありました「自治会館の改修」

「自治会の法人化」「自治会館の自治会名による登記」「会員名簿の更新発行」等が一段落したことか

ら、本年度は５年振り２回目となる「なるせがおかアート展の開催」及び「ふれあい会館設立１０周年

記念事業」に取り組み、双方とも無事に終えることができました。各々の事業実現につきまして自治会

役員及び会員の皆様の絶大なるご理解ご協力をいただき、心から厚く御礼を申し上げます。 

 

さて、平成２８年度は国内外で様々なことが起こり、大きな変化の年、不確実性の時代の幕開けであ

ったと言えると思います。日本の史上初のマイナス金利導入、東京都知事の交代、中国の成長減速懸念、

北朝鮮の脅威、中国・ロシアの台頭、英国の EU離脱、米国の大統領選挙結果、韓国の大統領罷免等々、

事前予測を覆す結果が立て続けに生じ、どれを取っても世界を揺るがす大きな出来事になりました。 

これを受けて、平成２９年度は保護主義や反グローバル化といった潮流の高まりが予想され、引き続き

不安定な情勢が続くものと推察されます。一方で、自然災害では熊本の大地震、各地の記録的な大雨・

大雪、また、人為的なものとして糸魚川の大規模火災も見逃すことができません。今後も様々な災害が

予想されますが、とりわけ首都直下地震の発生はこれまで以上に大きな不安として圧し掛かって来ます。 

そんな中で我々自治会は一体何ができるのか、何をしなければいけないのかと自問する毎日ですが、

少子高齢化が進む中では行政の対応にも限界があり、自治会の役割がより重要になっていると言われて

います。地域の課題は、皆で情報を共有し合い、皆が助け合い支え合って解決して行くことが益々必要

になって来ています。それが自治会にとって最も重要なことだと気を引き締めているところです。 

 

本年９月に当自治会は創立５０周年を迎えます。新年度はこれを記念した行事・事業の実施に自治会

の総力を挙げて取り組みたいと考えています。既に１月から「５０周年企画・実行委員会」を設置して

準備に取り掛かっていますが、今秋には当自治会の更なる発展につながる素晴らしい節目になるお祝い

ができますよう、皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

安心・安全で住み良い街づくりのためには、地域住民の強く広いつながりが大切です。そのためには

会員の皆様一人一人を様々な機会を通して結んでいく、それが自治会の使命・役割だと考えています。

皆が参加し、お互いが助け合える、品位と思いやりのある自治会を目指して行きたいと思いますので、

これからも皆様の更なるご理解とご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

平成２９年４月１６日 

会 長 岡庭 清 
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第１号議案  

平成２８年度事業報告 
 

一般事項報告   総務部長 ： 岡村 浩 

 自治会として下記の事業・活動を行いました。 

１．「成瀬が丘自治会」への名義人変更手続きが完了しました。 

第４９回定期総会での承認を受けた通り、３年間取り組んで参りました自治会館土地の個人名義

から「成瀬が丘自治会」への名義変更手続きを６月２９日に完了しました。 

２．自治会加入促進のため新規加入への働きかけを行いました。 

今年度の新規加入は１０世帯あり、現在会員数は８９９世帯（前年度９１２世帯）となりました。 

３．防犯、防災に備えるためにも「班会」の開催を推進し、ご近所の親睦と交流を進めました。 

各班内の防犯、防災に関わることから、親睦・交流の場として班会の開催を推進していますが、

今年度もあまり活発にはなりませんでした。防災上の「共助・近助」の観点からも班会の有効性が

見直されています。自治会のサポート方法を再考しています。 

４．地域発展のため「町田市町内会・自治会連合会」「南地区協議会」に参画し相互の連帯を深めました。 

前年度１２月に設立された「南地区協議会」に役員として参加し、１１月開催の「南カフェ」等

の活動を行って来ました。また、協議会事務所使用の電子機器の選定・購入にも協力しました。 

その他自治会役員で市政懇談会、近隣町内会の夏祭り、諸行事等に出席・参加いたしました。 

※「地区協議会」は「自治会・町内会連合会」をベースに「民生委員児童委員協議会」、「青少年健全

育成地区委員会」「域内の学校」「社会福祉協議会」「高齢者支援センター」「消防団」等地区で活動

する様々な団体が地域の課題解決のために組織するものです。 

５．近隣学校との交流と親睦を図り、連携を深めました。 

近隣学校（南第四小学校、小川小学校、南成瀬中学校、小川高等学校）の入学式、卒業式及び学

校祭、各種運営委員会等に参加・出席しました。南第四小学校のスクールボードへも参画しました。 

６．「コミュニティバス運行協議会」に参画し健全運営に協力し、「三和ルート」の検討を進めました。 

・４月２１日（木）臨時総会に出席しました。三和ルートのアンケート結果の報告がありました。 

  「これを元に町田市及び神奈中に検討を依頼する予定です」との報告がありました。 

 
回答総数 

今利用していないが 

三和ルートなら利用する 

今利用していない、 

三和ルートでも利用しない 

全 体 3508 516(14.7％)    733(20.9％) 

当自治会(2,3丁目)    525     140(26.7％)    218(41.5％) 

・５月１９日（木）定期総会に出席しました。２７年度の事業報告・会計報告及び２８年度の事業計

画案・会計予算案・役員の改選について審議した結果、原案通り承認されました。 

・収支状況が厳しくなってきたため改善の検討を行いました。シルバーパスを対象から除外し、７０

歳以上・１００円の方向で、証明書の発行及びＩＣカードの利用について、さらに詰めることにな

りました。平成２９年７月導入に向けて進めています。これについて下記の打合せを行っています。 

町田市交通事業推進課訪問：４月２５日、５月１２日、６月２４日、７月２７日、１１月２４日、

１月６日  

運行協議会役員会    ：５月５日、６月２日、９月６日、１１月８日 

運行協議会臨時総会   ：２月１６日 

７．「洋寿会」、「子供会」等町内関係団体との連携を深め、町内の発展を推進しました。 

「洋寿会」へ補助金をお渡しし、フェスティバル､夏休みラジオ体操､敬老祝賀会等の自治会行事

への協力をいただきました。 

   子供会３グループに自治会から補助金をお渡ししました。またフェスティバルの子供会模擬店の

調整および神輿の注意事項の説明を行い、フェスティバル当日には神輿への協力をいただきました。

さらに「夏休みラジオ体操」「第２回なるせがおかアート展」への協力をいただきました。 
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８．社会福祉活動（赤い羽根共同募金、歳末助け合い募金等）に協力しました。 

会員の皆様からいただいた赤い羽根共同募金１５３，１７２円、歳末助け合い募金１６４，４１

０円を町田市社会福祉協議会へお届けいたしました。ご協力ありがとうございました。 

９．「町田市簡易保険払込団体連合会」に参加し、契約会員の保険運営に協力しました。 

平成２８年５月度及び６月度自治会広報でお知らせしたように、自治会扱いの簡易保険加入者が

減少しており、町田払込団体連合会事務局が平成２９年３月末業務終了となりました。これによっ

て当自治会も団体扱いが継続困難となったため、平成２９年２月に加入者への通知と説明を行い、

了解をいただいたうえで、平成２９年３月３１日をもって払込団体を終了としました。 

なお平成２８年度の団体繰入金は４８,４８４円でした。２９年度も若干の繰入金があります。 

   ４月１５日（金） 事務局打合せ、 

５月２１日（土） 払込団体連合会総会 

   ２月１０日（金） 加入者への通知と説明文発送 

10．自治会館１階のサロンスペースの活用を進めました。 

   会員相互の団欒、交流のスペースとして、時には打ち合わせに、時には茶飲み話にと各々活用す

べく環境整備に努めています。 

11．会員世帯への葬儀に参列しました。 

   訃報に基づき区長・班長が葬儀に参列し自治会からのお香典をお届けすると共にご冥福をお祈り

いたしました。 

 

 

 

健康福祉部   部長 ： 柴田 哲郎 

 会員の健康福祉向上のため、今年度は主に下記の活動を行いました。 

１． 夏休み健康ラジオ体操（協賛：子供会・洋寿会）を実施しました。 

日 時：８月２２日～８月２６日 

場 所：１・２・３丁目の各児童公園 

内 容：４日間で延べ３１０名（子供１３６名、大人１７４名） 

２． 健康づくりの一環としての南地区ウオーキング（古刹巡り）に参加しました。 

日 時：１１月１８日（金）９：４５スタート 

コース：ＪＲ町田駅北口デッキ→原町田大通り→シバヒロ公園→南大谷方面→恩田川遊歩道 

    →南大谷天神社→恩田川遊歩道→菅原神社→宏善寺→本町田遺跡公園（昼食後解散）  

全長約７Ｋｍ         当自治会から３名が参加しました。 

３． 南地区健康まつりに参加しました。 

日 時：２月１７日（金）１３：３０～１６：００ 

場 所：南市民センター 

内 容：高血圧や糖尿病など生活習慣病を予防し、イキイキと健康に過ごせる食生活について学び

ました。 

    講演後希望者に健康測定を受けて頂きました。成瀬が丘から６名参加しました。 

４． 町田市健康づくり推進員会・研修会に参加しました。 

６月２７日（月） 町田市健康づくり推進員総会      於：町田市健康福祉会館 

７月１１日（月） 町田市南地区推進員会         於：町田市健康福祉会館 

７月２９日（金） 第 1回町田市健康づくり推進員研修会  於：町田市健康福祉会館 

９月２０日（火） 第 2回町田市健康づくり推進員研修会  於：町田市健康福祉会館 

１０月７日（金） 町田市南地区健康づくり推進員会    於：町田市健康福祉会館 

１２月７日（水） 町田市南地区健康づくり推進員会    於：町田市健康福祉会館 

１月２３日（月） 町田市南地区健康づくり推進員会    於：町田市健康福祉会館 
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自主防災部   部長 ： 広瀬 豊一 

 今年度も、会員の皆さんに自然災害の発生時の行動と事前準備に関心を持ってもらえるよう活動しま

した。 

１．自主防災部リーダー会議、全体会議の開催 

自主防災リーダー会議を隔月年６回開催して２８年度事業計画について、その都度詳細に検討し

実行に移しました。 

また、自主防災全体会議（防災リーダー、サブリーダー、自治会役員、班長参加）を５月と９月

の２回開催しました。 

２．自主防災訓練の実施 

日 時：平成２８年１０月２３日（日） ９：３０～１２：００ 

場 所：ふれあい会館 ２丁目公園 ２丁目２０番先道路（ふれあい会館前道路） 

参加者：自治会員１４１名、消防署員８名、消防団員１１名、合計１６０名 

内 容：今回は昨年と同様ふれあい会館、２丁目公園、会館公園前面道路を会場として防災訓練を

行いました。当日は天候に恵まれ多くの会員の参加を得て、ふれあい会館でのビデオ研修

の後、①煙 BOXに依る煙体験、②スタンドパイプに依る初期消火訓練、③人工呼吸及び AED

の使い方訓練、④防災倉庫の公開及び説明を行い、最後に炊き出し訓練として調理した豚

汁とアルファ化米の混ぜご飯を参加者全員で試食しました。大勢の会員の参加に依り、災

害発生時の体験とその重要性を実感・再確認していただきました。 

３．避難関係者連絡会への参画 

町田市役所、都立小川高校、近隣自治会と共に、成瀬が丘自治会指定の災害時避難施設となる小

川高等学校等の避難住民の受け入れ方など細部にわたる運営マニュアル作成に取り組みました。 

４．“成瀬が丘防災つうしん”の発行 

首都圏直下型地震に備え“成瀬が丘防災つうしん”No.５、No.６を発行して、自治会員の防災意

識高揚を図ると共に「自助・共助」の大切さを自治会各班に訴え、更なる防災意識、知識を深める

よう努めました。 

５．防災資器材の点検と整備 

１２月に各丁目の防災倉庫内の資器材の点検を行い、異常がないことを確認しました。自主防災

部リーダー会議では、①防災倉庫内の必要工具器具の見直し、②器具使用マニュアルの整備などの

充実を推進しています。 

６．街頭消火器の点検 

６月に自主防災部消火班により点検を実施し、火災発生時には支障なく使用できることを確認し

ました。 

７．成瀬が丘自治会防災マップの改訂の版発行 

自主防災部リーダー会議で、消火栓等新しい情報を追加した防災マップ改訂版の作成方針を決定、

内容を検討した上で各地区の区長、班長さんに点検協力をいただき、４月に印刷を完了し、５月に

全会員に配布する予定です。 

８.スタンドパイプの購入 

   １１月、町田市の補助金を利用してスタンドパイプを購入し、自治会館倉庫横に設置しました。

補助金は１月に入金し購入作業は完了しました。 

 

 

 

厚生部   部長 ： 佐藤 剛 

 会員相互の親睦を図るため、以下の事業を実施しました。 

１．「じゃがいも掘り会」の開催 

日 時：平成２８年７月３日（日） ９：００～１０：００ 
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場 所：成瀬が丘１丁目児童公園先の畑 

参加費：１世帯４００円、参加世帯：２７９世帯、参加人数：６５０名 

内 容：じゃがいもの生育も良く参加されたお子様からご年配の方々まで大勢の参加のもと大いに

楽しみました。ご協力いただきました皆様大変にありがとうございました。 

 ２．「敬老祝賀会」の開催 

日 時：平成２８年９月１９日（月）１３：３０～１６：００ 

場 所：成瀬が丘ふれあい会館 

内 容：７０歳以上の該当申請者４４０名の内、６９名の方々が参加されました。 

端唄、シャンソン、踊り、写真紹介、歌謡ショー、カラオケ等で楽しんでいただきました。

普段会わない方々との交流もあり、皆さんとても楽しまれていた様子でした。 

祝賀会に参加されない方々には班長さんから記念品を贈呈し長寿をお祝いしました。 

ご協力いただきました皆様大変ありがとうございました。 

 

 

 

環境部   部長 ： 山室 みゆき 

住み良い地域づくりを目指し、環境美化のため下記の活動を致しました。 

１.各丁目児童公園の清掃を実施しました。 

夏の暑い中、及び冬の寒い中、多数の方に参加いただき、ありがとうございました。 

町田市より謝礼金として、４８，０００円支給されました。会員の皆様のご協力ありがとうございま

した。 

月の参加人数 

4/10 5/15 6/19 7/17 8/21 9/18 10/16 11/20 12/18 1/15 2/19 3/19 合計 

54 54 83 66 52 57 41 56 84 39 43 64 693 

また、各丁目児童公園で公園清掃日以外にも、自主的に清掃していただいている方がいらっしゃ

います。ご協力ありがとうございます。 

２.町内一斉清掃キャンペーンを実施しました。 

６/１９(日)、９/１８(日)、１２/１８(日)、３/１９(日)の４回実施致しました。 

毎回各丁目児童公園に集合し、数名毎に分かれて公園清掃及び道路に散乱するゴミ、ビン、缶、ペッ

トボトルなどの清掃をしました。なお、参加人数は公園清掃に含まれます。 

３.自治会資源回収を実施しました。 

毎週金曜日(戸別回収)、毎週日曜日(市指定集積所)を回収日と定め資源回収を実施しました。 

また、回収促進のため集積所に資源回収の貼紙を行い、４０箇所に設置完了しました。 

町田市からの資源回収奨励金は年間実績として５４０，７２６円が支給され、努力の甲斐があって

昨年比１４％増になりました。皆様の資源物提供に感謝申し上げます。 

    

４.容器包装プラスチックの分別回収について 

昨年２月に回収を開始後、燃やせるごみが減りとても助かりました。 

５．町内環境問題への対応をしました。 

６月：小川高校前にテレビ不法投棄連絡があり、市役所に回収依頼をお願いしました。 

６．関東地方ごみゼロの日が実施されました。 

５月３０日(月) １３:３０～ 関東地方ごみゼロの日の一環としての「成瀬駅周辺散乱ごみ一斉

清掃」に当自治会から５名の方が参加しました。 

７．環境推進委員会の開催 

環境部の業務を推進するために、下記の通り環境推進委員会を開催しました。 

出席者: 会長・副会長・環境部長・環境推進委員・ごみ減量サポーター 
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第１回：平成２８年  ５月２１日(土) １０時～ 自治会館２階 

第２回：平成２８年  ９月１７日(土)  １０時～ 自治会館２階 

第３回：平成２８年 １１月２７日(日) １０時～ 自治会館２階(臨時) 

第４回：平成２８年  ２月１９日(日)  １０時～ 自治会館２階 

 

 

 

防犯交通部   部長 ： 門谷 廣茂 

安全・安心で住みよい街づくりのため、防犯推進委員をはじめ多くの会員の協力を得て下記の活動

を行いました。 

１．「防犯パトロール全体会議」の開催 

日 時：５月１５日（日)  １４：００～１６：００    場 所：ふれあい会館 

  出席者：岡庭会長、山本・山喜多副会長、門谷防犯交通部長、区長、防犯推進委員、班長、有志 

計９６名。 

議 題：①防犯パトロールメンバー編成について、配布資料に基づきメンバーの確認を行いました。

２８年度のメンバーは１２９名となりました。 

②防犯パトロール装備について、新メンバーになられた班長らに防犯帽子を配布しました。 

③２８年度の活動について、年間計画案に基づき確認し、グループごとに実施方法などを

打合せました。その後、各グループのリーダーから報告があり、高齢化に伴うメンバー

の減少を危惧し新たな防災推進員の確保が必要、パトロール装備に防災対策用の笛が必

要であるとの意見が出て各グループ毎に笛２個を配布することとしました。 

２．「防犯パトロール」の定期的な実施とその報告 

防犯パトロールメンバー総勢１２９名（区長、防犯推進委員、班長及び有志で構成）が１２グルー

プに分かれて毎週３グループがパトロールを行い、主に下記の事項についてチェックし、その結果を

区長を通じて事務局に報告し、対策を講じました。新体制での実施期間は、引継ぎの関係から２８年

６月から２９年５月までとなります。 

・道路の陥没 、側溝の破損  ： １３ヶ所 

・資源ゴミ集積所への粗大ゴミ等放置 ： １２件 

・街路灯の球切れ   ： ４０件 

・交通道路標識の破損等  ：  ４件 

・「植木のはみだし」による道路や交通標識の妨げ： ２ヶ所 

報告のあつたものは随時、市・警察の関係部署に改善を依頼し、ほとんどは処理済みです。 

平成２８年度「防犯パトロール」参加人数  

実施月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

参加人員 81 85 95 54 54 84 76 71 89 80 70 68 907 

３．「防犯防災提灯」のメンテナンス 

  ボランティア改修班により、以下の改修等を行いました。 

・球切れ  ： ３件 

・提灯交換   ：２３件 

・支柱取替え ： ４件 

・配線直し  ： ３件 

・金具取付け ： １件 

・撤去等  ： ５件 

・提灯固定等 ： １件 

４．第１９回「成瀬が丘フラワーロードフェスティバル」の交通整理と警備の実施 

日 時：７月３０日（土）、７月３１日（日） 
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防犯推進委員、防災委員、会員等の有志の 計４４名と、セーフティガード警備(株)が、フラワー

ロードフェスティバル会場周辺の歩行者と車両の交通整理、駐輪場の整理を行いました。交通事故

等もなく安全に無事終了致しました。 

５．「防犯防災提灯電気代補助金」の支給 

    １２月に平成２８年度「防犯防災提灯電気代補助金」として 1戸当たり５００円を、提灯設置者

１３７名に各班長を通じてお届けしました。併せて、提灯の修理等が必要になった場合に自治会へ

の連絡もお願いしました。 

６．「平成２８年度年末警戒夜回り」の実施 

日 時：１２月２８日（木）、１２月２９日（金） １回目１９：３０～、２回目２０：３０～ 

  参加者：自治会役員、防犯推進委員、班長、会員有志 

  内 容：成瀬が丘全域を７グループに分かれて巡回しました。お子さん等の参加もあり、延べ１８

１名に参加いただきました。皆さん「戸締り用心！火の用心！」と声をそろえて安全を呼

び掛けました。また、パトロール終了後の飲み物の提供には区長さんにご協力いただき大

変ありがとうございました。 

７．外部各種会議への出席 

・６月１５日（水） 「 町田市青少年健全育成南第四地区委員会」総会に出席しました。 

（於：南第四小学校） 

  ・９月１６日（金）、３月２８日（火） 「町田市町内会・自治会長連絡会議」（町田警察署主催）に出

席しました。（於：市民フォーラム） 

・７月１３日（水）、９月１４日（水）、１１月２１日（月）、１月２５日（水）、３月１４日（火） 

「 町田市青少年健全育成南第四地区委員会」に出席しました。（於：南第四小学校） 

 

 

 

広報部   部長 ： 安田 進、 岡林 亮爾 

 会員の皆様へ自治会の運営と活動の状況を迅速かつ的確にお伝えするため、下記の活動を行いました。 

１．「定期総会報告」の発行 

平成２８年４月、第４９会定期総会議事録に基づき、総会報告の広報を発行しました。 

２．「成瀬が丘自治会広報」の発行 

  平成２８年５月から１２ヶ月間、下記の内容で毎月の定例役員会終了後１週間以内に発行しました。 

 １）定例役員会での報告事項及び審議事項の概要と決定事項の報告 

 ２）自治会による各種行事の開催案内及び写真付き報告記事 

〔行事の掲載例〕 ７月 じゃがいも掘り会、成瀬が丘フラワーロードフェスティバル 

９月 敬老祝賀会 

     １０月 ふれあい会館１０周年記念行事、自主防災訓練 

     １１月 なるせがおかアート展 

     １２月 年末警戒パトロール 

          ２月 日帰りバス旅行 

３）自治会員の訃報や新規加入者の報告 

４）自治会からのお知らせとお願い 

   なお、広報の作成にあたっては、会員への伝わり易さを第一に考え、各種行事の様子が伝わる写

真の掲載、あるいはイラストや囲み記事を使用するなどの工夫を行い、各種行事内容の効果的な

伝達に留意しながら読み易い紙面作りに努めました。 

３．広報原稿・写真の保管 

  広報の原稿・行事様子の写真（広報に使用しなかった題材を含む）は、会員の皆様がいつでも閲覧

できるように自治会館のパソコンに保存してあります。 

  会員の皆様には数多くのご協力をいただきました。ありがとうございました。 
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自治会館管理部   部長 : 山喜多 康一 

 平成２８年度から成瀬が丘自治会が法人化として体制変更したのに伴い、３６年間続いた「会館委員

会」が「自治会館管理部」として新たに発足しましたので、その管理運営の確立について今年度は重点

推進しました。 

１．自治会館管理部会の開催とその体制強化について 

１）今年度から新しく自治会管理部が発足しましたので、総会後５月３０日（月）に初めて部会を開

催して運営の方法について協議するとともに、その体制を明文化した条文を細則（案）としてま

とめました 

２）さらに半年後の１２月４日（日）に第２回部会を開催して半年間の運営結果を踏まえてその管理

体制の再確認をしました。 

現在、管理班、施設班、清掃班の各班を組織し、部長以下１７名で日々管理運営をしており、新

体制はほぼ確立したものと判断しています。 

２.【細則３】「自治会館の管理運営及び使用に関する細則」の制定について 

１）５月開催の部会での協議を経て、１１月の役員会に細則（案）を提出・審議し、一部修正の上、

１２月の役員会に再提案し、【細則３】として承認されました。 

２）【細則３】は１２月の広報に添付して全会員の皆様にお届けしました。現在、自治会館は当細則

を基に管理運営しております。 

３．細則制定に伴い会館申込書のフォームを定め印刷について 

今まで申込書、領収書等は手書きのものをコピーして用いていましたが、フォーム全体を見直し 

３枚綴りとし、印刷手配しました。平成２９年２月から使用しております。 

４．１階室を会員の皆様のサロンとして開放について 

１）毎週月水金の事務所開設日に１階をサロンとして定め、無料開放しています。どなた様も短時間、

少人数の打合せ等にご気軽にご利用ください。  

２）１階室をサロンとしてどのように定着活性化していくか、試行錯誤の段階です。今後、更に検討

を進めます。ご意見をお待ちしています。 

５．２階室の利用料金の収入増加について 

今年度の利用件数は２８８件で、収入は２２１，４００円でした。自治会館改修後は年々会員の皆

様の利用が増え、今年度は前年の８５％増でした。使用料金は格安に設定しました。皆様のご利用を

お待ちしています。 

６．施設の保守点検について 

１）部内に施設班、清掃班を設け定期的に施設の点検と清掃を実施しています。施設班はエアコンや

換気扇の点検、清掃班は月２回台所、トイレ等の清掃です。これら部員の協力により会館が快適

に維持管理されております。 

２）今年度は特に大きな保守工事は予定しませんでした。 

７．年末大掃除について 

今年度も１２月１７日（土）に大掃除を実施しました。役員、会館部員他２５名の皆さんが参加さ

れ、日頃清掃が行き届かない箇所を重点的に実施しました。ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

ふれあい会館管理運営委員会   委員長 : 押川 英一 

 会員の皆さまには、日頃からふれあい会館の利用及び管理運営にご協力を頂き厚くお礼申し上げます。

また、日常の管理運営に直接活動されている会員（班員）の方々には、暑いとき、寒いとき、夜遅くま

で施設の見回り、清掃、中仕切りの開閉等々の業務にご協力頂き厚くお礼申し上げます。 

１．ふれあい会館の利用状況について 

使用率は全体として４１．０％(前年３８．６％、約＋２．４％)でした。            
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２・管理運営等について 

１）ふれあい会館管理運営代表委員会 

平成２８年５月２５日（水） 代表委員会を開催し、管理推進計画の確認、予算の確認、設立１０

周年記念行事推進について確認討議しました。 

２）平成２８年６月２５日（土） 全体会議を開催し、委員の交流と意見交換等を行いました、約７

０人の参加でした。 

３）平成２９年３月２９日（水）代表委員会を開催し、事業報告・決算と次年度の計画・予算がそれ

ぞれ承認されました。 

３・設立１０周年記念行事について 

１）１０周年記念企画・実行委員会 

平成２８年７月１日（第１回）から平成２８年９月３０日（第５回）を開催し、式典、会場、出

演、招待者、プログラム及び担当等検討決定しました。 

２）設立１０周年記念行事 

招待者から祝辞を頂き、ダンス、演武、民謡、マジック、腹話術等々子供さんを含め１１０名を

超える皆さんで賑やかにお祝いをしました。 

４．備品等の整備状況について 

１）プリンタ各１式を購入しました。 

５．【細則９】「ふれあい会館管理運営及び使用に関する規程」の改定について 

１）【規則１２】「土地、建物等の固定資産の管理に関する規則」の改定に伴い、１月度の役員会の承

認を得て【細則９】「ふれあい会館管理運営及び使用に関する規程」の一部改定を行いました。 

２）改定内容 ①標題を規程から細則に変更 

       ②【規則１２】の改定による条文番号の変更に追従し第１条の条文を修正  

以上２点の改定で規定内容の変更はありません。 

 

 

 

第１９回フラワーロードフェスティバル企画・実行委員会   委員長 ： 岡庭 清 

 成瀬が丘の発展と活性化を目的に、商店街振興組合との共催で「第１９回ＦＲＦ」を開催しました。 

１．日 時：７月３０日（土）１４：３０～２１：３０、７月３１日（日）１４：３０～２１：００ 

２．場 所：成瀬が丘南口バラの広場 

３．内 容：まだ寒いうちから準備会議、企画委員会を開いて内容を検討し、７月の実行委員会で具体的

な打ち合わせを行って準備を進めました。開催当日は天候にも恵まれ、市からの補助を受け

て、子供神輿をはじめ、ベテラン演歌歌手：宮路オサムさん、地元人気バンド：ブラン・ニ

ュー・バイブ、山下直子さん・ミチコさんの出演、タヒチアンダンス、フラメンコなど多彩

なプログラムと地域の方々・商店街・子供会・自治会全員の協力で大盛況のうちに無事終了

することが出来ました。 

なお、以前から公表が遅いと指摘がありました「協賛金協力者リスト」について、今回は８月６日付で

８月度自治会広報とともに会員の皆様に配布でき、昨年よりなお１ヶ月改善することができました。 

皆様の多大なご協力に感謝致します。 

 

 

 

第２回なるせがおかアート展企画・実行委員会    委員長 ： 岡庭 清 

 成瀬が丘にお住まいの方から、日ごろの文化的側面の活動を公表して頂き、作品を通して皆様方の交

流と連携を深めて頂くことを目的に「第２回なるせがおかアート展」を開催いたしました。また、本件

は平成２８年度東京都「地域の底力再生事業」に認定され、助成金対象になりました。その結果は以下

の通りです。 
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１．開催日 平成２８年１１月５日（土）～６日（日） 

２．場 所 成瀬が丘ふれあい会館 

３．内 容 参加人員  ３９３名 

      展示件数  総点数  １２０件  応募者数  ６６名 

            一般応募：９３件（４７名）  子供会：２７件（１９名）  

応募分野  油絵、水彩画、パステル画、デジタル画、クレヨン画、書、写真、 

木彫り人形、木工、金工、フラワーアレジメント等々 

 参加者からは「大変見やすく、きれいに展示されている。２日間で終わるのはもったいない。市内の

他の展示に比べ、良く出来ている。会場の広さに制限がある中で、これだけ多くの作品をきちんとまと

めている。」等の感想をいただきました。 

皆様の多大なご協力に感謝致します。 

 

 

 

５０周年企画・実行委員会   委員長 ： 岡庭 清 

 昭和４２年（１９６７年）９月に発足した当自治会は来年度平成２９年９月に創立５０周年を迎えます。

これを祝して自治会創立５０周年記念の行事・事業を実施することが前回第４９回総会で承認されました。

これを受けて、本年１月に役員会の承認を経て特別委員会「５０周年企画・実行委員会」を設置し、今年

度３回の委員会を開催して下記の事項を協議・決定しました。 

実施に関する予算は、平成２９年度の計上となります。 

１．委員会の名称、組織、体制 
１）委員会の名称 ： 「５０周年企画・実行委員会」 
２）委員会の組織 ： 委員長（自治会長）、副委員長（副会長２名）、事務局（総務部２名） 

委 員（２年任期役員９名と相談役３名）       計１５名 
３）委員会の日程 ： 原則毎月第３水曜日 １０：００～（於：自治会館２階） 
     平成２９年１月 ～ 平成３０年３月まで活動 

２．記念行事・事業内容 
１）記念式典と祝賀行事の開催（責任者：山本副委員長） 

１０月末にふれあい会館にて記念式典と祝賀行事を実施する。 
２）「５０周年記念誌」の発行 （責任者：山喜多副委員長） 

４０年誌の姉妹版として、B４版で同様の様式・書式とする。 
発行は５０周年記念行事・事業を織り込み平成２９年度中とする。 

 ３）「自治会規約・規則・細則集」の発行 
これまでの規約・規則・細則の改定に伴う規則・細則の改定を行い、５０周年記念事業の一環と
して「自治会規約・規則・細則集」を発行し全会員に配布する。 
（本総会第３号議案で改定の提案予定） 

 

 

 

 

第２号議案  

平成２８年度会計報告及び監査報告 
 

１．会計報告及び監査報告          P．１２ 

２．ふれあい会館会計報告及び監査報告    P．１３
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第３号議案 

自治会規則の改定について 

新たな規則・細則の改定に伴う関連自治会規則の改定を下記の通り提案いたします。 

※文中の太字（二重取り消し線）は削除を、太字は追加を表します。 

（平成２９年３月度役員会で承認済） 

 

１．“【規則１】成瀬が丘自治会規則・細則制定基準”の改定 

１）今後の規則制定は枝番号を使用せず項目を追加することとし、第２条１３項を削除する。 

  これに伴い、【規則１３】「その他役員会で規則制定が必要であると認めた規則」を廃止する。 

２）【細則３】の改定に伴い、第４条３項を下記の太線のように改定する。 

３）項目の枝番号使用を廃止するため、第４条７項を下記の太線のように改定する。 

これに伴い【細則７－１】の番号を【細則７】に改定し、第１条の関連部分を一部改定する。 

４）【細則３】の改定に伴い、第４条８項が欠番になることから、９項を８項に繰り上げる。 

これに伴い【細則９】の番号を【細則８】に改定する。 

 ５）【細則１０】防犯パトロールに関する規程の制定に伴い、下記太線のように第４条９項を追加する。 

これに伴い【細則１０】の番号を【細則９】に改定する。 

６）第４条の各項目の末尾が「事項」と「規程」の２種類あり煩雑なことから「細則」に統一改定する。 

これに伴い、各細則の題名をすべて「何々の細則」と改定する。 

 

【規則１】抜粋 

 

（規則の定義とその項目） 

第２条 「規則」は規約第４３条２項により重要な事項を規定するもので、以下を制定する。 

１ 成瀬が丘自治会規則・細則制定基準 

２ 会員の入会･脱退手続及び会費、入会金、会館維持協力金等に関する規則 

３ 自治会組織に関する規則 

↓ 

９ 区長及び班長の職務に関する規則 

１０ 専門部長及び委員長の職務に関する規則 

１１ 代議員制による総会の開催及び代議員の定数と選出方法に関する規則 

１２ 土地、建物等の固定資産の管理に関する規則 

１３ その他役員会で規則制定が必要であると認めた規則 

 

第３条 規則の制定及び変更は規約第４３条２項により総会の決議を要する。 

 

（細則の定義とその項目） 

第４条 「細則」は規約第４３条３項により「規則」以外の自治会運営の細部について規定するもの

で、以下を制定する。 

１ 会員の慶弔及び表彰等に関する事項細則 

２ 事務局の勤務・手当等に関する事項細則 

３ （欠番）自治会館の管理運営及び使用に関する事項細則 

４ 役員等の事務、通信、出張等の経費支弁に関する事項細則 

５ 補助金等に関する事項細則 

６ 各種様式に関する事項細則 

７ その他役員会で細則制定が必要であると認めた事項 

   ７－１ 自治会館の会館改修委員会に関する規程細則 

８ 成瀬が丘自治会館の管理運営及び使用に関する規程 

９８ ふれあい会館管理運営及び使用に関する規程細則 

９ 防犯パトロールに関する規程細則 
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２．“【規則１０】専門部長および委員長の職務に関する規則”の改定 

１）昨年度第４９回総会での、第２条７項の“会館委員長”の“自治会館管理部長”への改定に伴い、

（専門部長の選出方法）第３条に、下記の通り“自治会館管理部長”を追加改定し、“自治会館管

理部長”が従来の“会館委員長”と同様に輪番制ではない専門部長であることを明確にする。 

２）上記１．６）の改定に伴い、第４条７項の「自治会館の管理運営及び使用に関する事項」を「自治

会館の管理運営及び使用に関する細則」に改定する。 

 ３）上記１．６）の改定等に伴い、第４条８項の「ふれあい会館の管理運営及び利用に関する事項」を

「ふれあい会館の管理運営及び使用に関する細則」に改定する。 

 

【規則１０】抜粋 

 

（専門部長および委員長の種別） 

第２条 専門部長および委員長は以下とする。 

↓ 

７ 自治会館管理部長 

８ ふれあい会館管理運営委員長 

９ その他役員会で承認された特別委員会の委員長 

 

（専門部長の選出方法） 

第３条 専門部長は原則として当該班の会員による輪番制とする。ただし、健康福祉部長、自主防災

部長、自治会館管理部長を除く。 

 

（専門部長および委員長の職務） 

第４条 専門部長及び委員長の職務は以下とする。 

↓ 

７ 自治会館管理部：自治会館を長期間にわたり保持するための適切な修理保全を行い維持管理に努

める。施設運営に必要な器具備品の購入、管理および処分をするとともに「自治会館の管理運営

及び使用に関する事項細則」に従い、自治会活動は基より広く会員にも有効活用を図る。 

８ ふれあい会館管理運営委員会：ふれあい会館管理運営委員会を主幹する。「ふれあい会館の管理

運営と利用使用に関する規程細則」に従い、ふれあい会館の維持管理運営に関する一切のことに

ついて協議し業務を行う。ふれあい会館管理運営委員会はふれあい会館の利便性の向上に努め会

員相互の親睦を図る。 

 

３．“【規則１１】代議員制による総会の開催及び代議員の定数と選出方法に関する規則”の改定 

１）昨年度第４９回総会で、規約第１６条に定める代議員制総会を【規則１１】に移行した際に、代議

員制総会の成立に関する規定が欠落したため、第１条３項に下記の条文を追加改定する。 

２）これに伴い、これまでの第３項を第４項に改める。 

 

【規則１１】抜粋 

 

（目的） 

第１条 この規則は「成瀬が丘自治会規約」（以下「規約」という。）第１６条に規定する全会員による

総会の開催について、その運営が現実的に困難なことから、実運用は代議員をもって構成する

代議員制とし、その定数と選出方法をここに定める。 

   ２ 代議員は公正公平に全会員を代表しなければならない。 

   ３ 代議員制総会は構成員の３分の２以上の出席がなければ開催することができない。 

   ４ 会長は総会開催日を示し、役員会の承認を得て、全会員をもって構成する会員制 

     とすることができる。 
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第４号議案 

平成２９年度役員改選について 

平成２８年度で任期満了になる下記の役員の改選を行います。 

〔該当役職名〕 

区長６名、専門部長５名（厚生部長１名、環境部長１名、防犯交通部長１名、広報部長２名） 

計１１名 

輪番制で各区・班から選出された役員候補者を下表に示しますので、ご承認をお願いいたします。 

なお、その他の会長１名、副会長２名、総務部長１名、副総務部長１名、会計２名、監事２名、 

自治会館管理部長１名、ふれあい会館管理運営委員長１名、健康福祉部長１名、自主防災部長１名 

計１３名は、任期２年の内 1年を残しているため今回改選はありません。 

※欠員だった自治会館管理部長の補充とそれに伴う総務部長の補充は４月度役員会で選任済です。 

相談役は引き続き、歌田利弘、木目田弘、清水秀人の３氏に依頼し、４月度役員会で承認済です。 

 

平成２９年度役員（案） 

役 職 名 氏  名 継 続・新 任 丁・区・班 

会   長 岡 庭
お か に わ

 清
きよし

 継   続 ３丁目３区２Ｂ班 

副  会  長 山本
や ま も と

 金
か ね

雄
お

 継   続 ２丁目１区６班 

副  会  長 山喜多
や ま き た

康一
こういち

 継   続    ３丁目１区２班 

総 務 部 長 安 田
や す だ

 進
すすむ

 継   続 ３丁目１区５班 

副総務部長 笠原
か さ は ら

 昭彦
あきひこ

 継   続 ３丁目３区３班 

会   計 萱
か や

田
た

 哲雄
て つ お

 継   続 ３丁目２区３班 

会   計 馬 場
ば ば

 進
すすむ

 継   続 ３丁目３区２Ａ班 

監   事 原田
は ら だ

 和弘
かずひろ

 継   続 ２丁目１区４班 

監   事 児玉
こ だ ま

 俊一
しゅんいち

 継   続 ２丁目２区９班 

自治会館管理部長 岡 村
お か む ら

 浩
ひろし

 継   続 ３丁目１区４班 

ふれあい会館管理運営委員長 押川
お し か わ

 英一
えいいち

 継   続 ３丁目１区３班 

健康福祉部長 柴田
し ば た

 哲郎
てつろう

 継   続 ２丁目１区７班 

自主防災部長 広瀬
ひ ろ せ

 豊一
とよかず

 継   続 ３丁目３区３班 

厚 生 部 長 片田
か た だ

 君枝
き み え

 新   任 ２丁目２区６班 

環 境 部 長 三浦
み う ら

 瑛一
えいいち

 新   任 １ 丁 目 １ 区 ８ 班 

防犯交通部長 杉浦
す ぎ う ら

 茂則
しげのり

 新   任 ２丁目１区９班 

広 報 部 和田
わ だ

 安広
やすひろ

 新   任 ３丁目３区１０班 

広 報 部 高杉
た か す ぎ

 礼子
れ い こ

 新   任 ３丁目２区８班 

一丁目一区 区長 阿曽
あ そ

 健市
けんいち

 新   任 １丁目１区１０班 

二丁目一区 区長 青木
あ お き

 嘉昭
よしあき

 新   任 ２丁目１区５班 

二丁目二区 区長 田川
た が わ

 幸雄
ゆ き お

 新   任 ２丁目２区７班 

三丁目一区 区長 佐々木
さ さ き

 雅
まさ

純
ずみ

 新   任 ３丁目１区４班 

三丁目二区 区長 落 合
お ち あ い

 隆
たかし

 新   任 ３丁目２区２班 

三丁目三区 区長 近藤
こ ん ど う

 哲生
て つ お

 新   任 ３丁目３区６班 
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第５号議案 

平成２９年度事業計画（案） 

一般事項 

平成２９年度自治会全体として下記の活動を行います。 

１．自治会加入促進のため新規加入への働きかけを行います。 

２．防犯、防災に備えるためにも「班会」の開催を推進し、ご近所の親睦と交流を進めます。 

３．地域発展のため「町田市町内会・自治会連合会」「南地区協議会」に参画し、相互の連帯を深めます。 

４．近隣学校の行事（入学式、卒業式、学校祭、各種運営委員会等）に参画し、親睦と交流を図ります。 

５．「コミュニティバス運行協議会」に参画し、健全運営に協力します。「三和ルート」の実現を進めます。 

６．「洋寿会」、「子供会」等町内関係団体との連携を深め、町内の発展を推進します。 

７．「成瀬が丘フラワーロードフェスティバル」を成瀬が丘商店街振興組合と共同で開催します。 

８．社会福祉活動（赤い羽根共同募金、歳末助け合い募金等）に協力します。 

９．自治会主催の「会員親睦日帰りバス旅行」を計画・実施します。 

10．自治会館１階のサロンスペースの活用を進めます。 

11．「成瀬が丘自治会創立５０周年」に向けて、記念行事・事業を実施します。 

 

 

健康福祉部 

 会員の健康福祉向上のため、主に下記の活動を行います。 

１．夏休みの健康ラジオ体操を実施します。    （８月２１日～８月２５日） 

２．出張介護予防教室を開催します。       （９月中旬） 

３．南地区スポーツ健康フェスタに参画します。  （１０月中旬） 

４．南地区ウォーキングに参画します。      （１１月初旬） 

５．南地区健康まつりに参画します。       （２月中旬） 

 

 

自主防災部 

安全・安心で住みよい成瀬が丘の街づくりのため、防災活動に努めると共に、首都圏直下型地震に備え、

防災に対する意識の向上と地域体制の強化を図ります。 

１．自主防災体制の強化を推進するため、防災リーダー会議、全体会議を充実させます。 

２．成瀬が丘自主防災訓練を実施します。 

３．災害時避難施設となる小川高等学校等の避難所関係者連絡会に参画し、近隣自治会と連携して避難所

開設訓練を実施します。 

４．防災に対する意識向上を図るため、防災に関する情報を「成瀬が丘防災つうしん」として会員に発信

します。 

５．災害に備え、防災資機材の点検と整備を行います。 

６．街頭消火器の点検を実施します。 

７．本年もスタンドパイプを購入し、訓練を実施して地域防災力の向上に役立てます。  

８．災害時の共助体制強化のため、災害発生時の行動マニュアルを作成し、会員に浸透するよう努めます。 

 

 

厚生部 

 会員相互の親睦を図るため、以下の行事を実施します。 

１．じゃがいも掘り会を実施します。  （６月末～７月上旬） 

※育成状況により日程変動 

２．敬老祝賀会を実施します。   （９月１８日） 

３．その他会員の厚生・文化活動に関する行事を企画立案できるよう、努めてまいります。 
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環境部 

 住み良い地域作りを目指し、環境美化のため下記活動を実施します。 

１．毎月各丁目児童公園清掃を実施します。 第３日曜日午前９時～ (雨天の場合は翌週) 

２．町内一斉清掃キャンペーンを実施します。(６月・９月・１２月・３月) 

３．自治会資源物回収のＰＲ等を行い、回収拡大を図ります。 

・毎週金曜日  （各戸回収）  ・毎週日曜日  （市指定集積所） 

４．町内環境問題に対応します。 

５．上記の活動を推進するため、環境推進委員会を開催します。 

６．研修会等へ参加します。 

 

防犯交通部  

「安全・安心で住みよい街づくり」のために、下記の活動を実施します。 

１．「防犯パトロール」の実施と報告 

防犯パトロール隊(１２グループ)を編成して、毎週（３グループ）パトロールを行い、下記の事項に

ついて点検し、問題がある場合は担当部と連携して対策を講じていきます。 

・街路灯の「球切れ」 

・交通安全のための「交通標識の不備」や「道路の陥没や段差」等 

・道路の交通標識の妨げになる「植木のはみだし」 

・駐車・駐輪違反（バイク含む） 

・大型ゴミ（自転車、家電製品等）の放置等 

なお、区によって防犯パトロールの人数にばらつきがあるので、区長、防犯推進委員によりメンバー 

の補充を積極的に進めます。 

２．防犯防災提灯のメンテナンス 

防犯防災提灯の維持管理や補修を行い、必要に応じて交換や設置工事を進めます。 

３．「年末年始の警戒」として、１２月２８日、２９日に年末夜回りを実施します。 

４．町田警察署主催の「町田市町内会・自治会連絡会議」に参加します。 

５．「町田市青少年健全育成・南第四地区委員会」に参加します。 

 

広報部 

 会員の皆様へ自治会の運営と活動の状況を迅速かつ的確にお伝えするため、下記の活動を行います。 

１．「第５０回定期総会報告」の発行 

  平成２９年度 成瀬が丘自治会定期総会報告を発行します。 

２．「成瀬が丘自治会広報」の発行 

  毎月、下記の内容で役員会終了の翌週に発行します。 

  ①役員会における報告事項及び審議事項の概要 

  ②自治会による各種行事の案内及び実施行事を写真付きで報告 

   （会員の関心の高い行事や事業のＰＲ等を含む） 

  ③自治会員の訃報及び新入会員の紹介 

  ④その他、防犯・防災問題、環境、健康、福祉関連の話題等、有益な情報の提供 

３．記事掲載についての工夫 

  各専門部の実施行事等について、内容や様子をより的確に伝えるように努め、見やすく、かつ読み 

やすい広報になるように編集やレイアウトの工夫を行います。 

４．広報原稿の保管 

  自治会館のパソコン本体とＵＳＢメモリーに、総会資料、広報の電子ファイルを保存します。 

５．活動の抱負 

地域の安心・安全のためまた会員相互の親睦のために自治会が行っているいろいろな活動を迅速に

わかりやすくお知らせすることにより、会員の皆様がなお一層様々な行事に気軽に参加いただける

ような広報の活動を心がけます。 
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自治会館管理部 

 平成２８年度に制定した「自治会館の管理運営及び使用に関する細則」を基に日常業務の定着と更なる 

運営強化を図ります。 

１．総務と連携して１階室を会員サロンとしての活性化を推進します。 

   会員サロンとしていかに１階室を活用するか、プランニングを続けます。 

２．２階室の利用率の向上を図ります。 

   お陰様で午後の部はそれなりに利用率が向上しています。 

  今後の課題は午前の部の利用率向上にあると判断します。 

３．施設の保全点検を実施します。 

   電気、ガス、水道の整備は勿論のこと、照明、エアコンの定期点検を行い、建屋施設の維持を推進 

します。 

４．定期的に各室を清掃します。 

   ご利用の皆様が常に気持ち良く過ごせるよう定期的に台所、トイレ等を清掃管理します。 

 

 

ふれあい会館管理運営委員会 

 昨年の秋に創立１０周年を祝い、多くの方々のご協力により盛会に祝賀行事を行うことができました。

お礼申し上げます。さらに、新たな１０周年に向かって管理運営の充実を図ってまいります。                                     

１０年を一区切りとして設備、備品等の点検が必要と考えております。今後とも引き続き、会員・利 

用者のみなさまのご協力をお願いいたします。 

今年度の実施または検討事項 

１．第一第二ホールの中仕切扉の点検補修により延命を図ります。 

２．第一第二ホールの床・壁の汚損対策・扉の点検を実施の方向で検討します。 

３．空調設備の老朽調査（配管等清掃）と取替時期を検討します。 

４．改修積立金の保管管理の在り方について検討します。 

５．基礎柱の保護対策と非常用発電機の緊急時の利用につき検討します。 

６．会員（協力者）の補充と体制の強化を図ります。 

７．その他 

 

 

 

 

第６号議案 

「成瀬が丘自治会創立５０周年記念行事・事業」実施について 

今年度平成２９年９月に迎える創立５０周年を記念した行事・事業を実施します。本件は既にご報告し

ましたように、昨年第４９回定期総会の承認を経て、本年１月に特別委員会「５０周年企画・実行委員会」

を設置し、平成２９年度に ①記念式典と祝賀行事の開催（１０月末に予定） ②「５０周年記念誌」の

発行 ③「自治会規約・規則・細則集」の発行 以上３つの事業を実施する方向で準備を進めております。 

新年度を迎え改めてご承認をお願いいたします。今後の進捗状況は引き続き自治会広報で報告して行き

ます。なお、実施に関する予算は、平成２９年度予算として別途提案いたします。 

 

 

 

 

第 7号議案 

平成２９年度予算（案） 

１. 一般会計予算（案）   Ｐ．２０ 

２．ふれあい会館会計予算（案）  Ｐ．２１ 
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平 成 ２　９　年 度 予 算 （案） 成瀬が丘自治会

一　般　会　計 平成29年4月1日

金　額 主  な  内  容

1,539,355 現金64,783、銀行預金1,474,572

経常収入 自治会費 2,160,000 ９００戸

入会金 10,000 持家7戸､借家6戸
会館維持協力金 27,000 持家7戸､借家6戸

会館使用料 230,000

簡保払込団体繰入金 20,000
その他 170,000 芋堀:112,000､資源回収:50,000

3,621,000

5,160,355

金　額 主  な  内  容

会　議　費 120,000 総会:62,000､班会:10,000

役員手当 191,000 役員24名

役員通信費 126,000 役員24名､班長55名

通信広報費 47,000 電話料金:

事務消耗費 200,000 ｺﾋﾟｰ紙:50,000､ｲﾝｸ等:80,000､印刷機ﾘｰｽ料:20,000､ 他:

水道光熱費 162,000 電気:45,616､ガス:28,276､水道:15,482

交際慶弔費 170,000 香典:110,000､連合関係:40,000

事務局費 660,000

雑　　費 70,000
小　計 1,836,000

広　報　費 10,000 USBメモリー；

環　境　費 35,000 公園清掃用消耗品：10,000、飲物：25,000 (６，７、８月）

厚　生　費 540,000 洋寿会:80,000､子供会:20,000､芋掘:220,000､敬老会:220,000

　健康福祉費 10,000
　会館維持経費 34,000 火災保険

修　繕　費 50,000 会館修理等

会館改修積立金 100,000

小　計 2,659,000
4,495,000

665,355
5,160,355

次年度への繰越金

合　　　計

収
　
入
　
の
　
部

支
　
出
　
の
　
部

臨時収入

雑収入

経常経費

事業経費

補助金

寄付金･会費

防　犯　費

防　災　費

予　備　費

合　　　計

項　　　目

経　費　合　計

項　　　目

前年度よりの繰越金

収　入　合　計

1,004,000

90,000

350,000

530,000

1,000,000

自主防災:109,300､公園:48,000､自治会:196,000､
資源回収:550,000、スタンドP:100,000

赤十字:5,000､社福協議会:5,000､健全育成:10,000､
連合関係:12,000､消防協力金:50,000

提灯電気代:70,000､提灯材料:30,000､提灯:100,000､
年末警戒:50,000､ﾀｵﾙ:50,000､ﾊﾟﾄﾛｰﾙ備品:50,000

防災訓練:150,000､ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ訓練:20,000､ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ
等:170,000､その他:20,000、防災マップ170,000

FRF協賛金：300,000､
５０周年記念：700,000 (記念誌50万､ｲﾍﾞﾝﾄ20万)
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平成29年4月1日

年間予算 前年実績

1,036,023 921,718

 会 館 使 用 料 2,100,000 2,045,200

収入の部 　そ の 他 入 金 1,000 72,000

　 預 金 利 息 27 19

2,101,027 2,117,219

3,137,050 3,038,937

　　　　　　項　　　目 年間予算 前年実績 　　　主　な　内　　容

会 議 費 120,000 106,231 班会費

通　信　費 30,000 23,789 電話料

事務用品費 80,000 148,166 コピートナー、パソコンインク等

支出の部 管理運営費 150,000 109,500 日常管理者懇談会・全体会議、
鍵管理費等

　交際慶弔費 10,000 0

　光　熱　費 400,000 355,396 電気料金

　水　道　料 35,000 28,471

　会館備品 150,000 33,969 設備品等買い替え費用等

修繕費 150,000 6,258 設備点検修理費等

消耗品費 120,000 109,394 リースモップ、トイレットペーパー、 洗剤等

雑　費 30,000 0

保険料 47,000 46,540 火災保険料

改修積立金 400,000 644,670 年度末引き落とし定期預金へ

払戻金(取消変更) 120,000 113,200

１０周年記念事業費 0 277,330

予　備　費 50,000 0

　　　　　　　　支出の計合　計 1,892,000 2,002,914

1,245,050 1,036,023

3,137,050 3,038,937

　次年度への繰越金

支　出　の　合　計

            成瀬が丘ふれあい会館　平成２9年度予算 (案)　　

　　　　　　項　　　目

前年度より繰越金

　　　　　　収　入　小　計

　　　　　　　　　合　計

 


